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第３２回 綱引き大会 
 

実 施 要 項 

申込書類（別紙①②）付 

 

 

平成３０年１１月２５日（日） 

佐 倉 市 民 体 育 館 

 

 主催 佐倉市青少年相談員連絡協議会 

    佐倉市・佐倉市教育委員会 



この綱引き大会を開催している青少年相談員とは・・・ 

 この『綱引き大会』を開催している「青少年相談員」とは、昭和 38 年 10 月につく

られた青少年健全育成のボランティアです。 

 青少年相談員は千葉県知事及び佐倉市長から委嘱を受け、より青少年に近い立場から

と、委嘱時に 2０歳～５５歳であることが条件とされています。 

 

 青少年相談員というと、専門のカウンセラーのように聞こえますが、皆さんと同年齢

くらいの子どもをもつ世代の“お父さんやお母さん”たちです。 

 でも、地域の子どもたちの成長にちょっとした手助けができればいいなぁと、いろい

ろがんばっています。 

 

 青少年相談員の具体的な活動を少し紹介しますと、各地区ではゴミゼロ運動や地域の

お祭り、たこづくり講習会などを、そして佐倉市全域では『ソフトドッジボール大会』

や『たこあげ大会』、そして、この『綱引き大会』などの企画運営活動を行っています。 

 

 佐倉市内には、市内 23 小学校区ごとに４名程度の青少年相談員がおり、子どもたち

とともに行動し、地域の中で青少年健全育成活動の指導者として活動しています。 

 

 

 



第３２回 綱引き大会開催要項 
 
1. 目 的 

   市内の小中学生がスポーツを通して親睦を深めるとともに、生きる力の礎とな

る豊かな心と健康な体づくりを行う。 
 

2. 主 催 

   佐倉市青少年相談員連絡協議会、佐倉市、佐倉市教育委員会 
 

3. 日 時 

   平成 30年 11月 25日（日） 9：00～15：40 
 
4. 会 場 

   佐倉市民体育館：佐倉市宮小路町 3番地 TEL：043-486-1041 
 
5. 種 目 

   綱引き 
 
6. 参加費 

   無料 
 
7. 対 象 

   ・佐倉市在住の小学 4～6年生 及び 佐倉市在住の中学生 

   ・男女、学年混合可 
 

8. 競技方法 

 （1）チームは小学生 13名以下、中学生 10名以下で編成し、競技は小学生 10名 

以下（合計学年 42 以下）、中学生 7 名以下で行い、選手交代はそれぞれ 3 名

までとします。※例：４年生×２名＋５年生×３名＋６年生×３名＝４１ 

    ※選手の数が少ない場合でも試合参加可 

  （2）小学生の競技においては、ビブスの色で学年を区別します。 

     ４年生：黄色 ５年生：橙色 ６年生：ビブスなし 

  （2）試合は予選リーグおよび決勝トーナメントとします。 

  （3）予選の組み合わせは事務局が事前に決定します。 
 
9. その他 

  （1）優勝・準優勝・第 3位・第 4位チームを表彰します。 

  （2）行事保険に加入しています。 

  （3）競技は『綱引き大会 ルール』によって行います。 

  （4）参加チーム数によっては、競技方法を変更する場合があります。 

  （5）競技時間によっては、レクリエーションとして長縄とび等をする場合があり

ます。 
 
10. 持ち物 

   弁当、水筒、体育館用運動靴、靴入れ（ビニール袋可）、ゴミ袋 

   ※選手は、競技へは体育館用運動靴にて出場し、館外へ出るときは必ず外履き 

に履き替えてください。 

   ※観覧者の方も上履き及び外履きを入れる袋をご持参ください。 

※ゴミは全てお持ち帰りください。 

 



11. 会場までの引率 

   引率につきましては、各チームとも大人の方にお願いいたします。 

   また、大会中は連絡担当者（または引率者）の付き添いをお願いいたします。 

 

12. お問い合わせ 

佐倉市青少年相談員連絡協議会事務局まで 

   佐倉市健康こども部児童青少年課 

    〒285-8501 佐倉市海隣寺町 97 番地 

    電話：043-484-6190  FAX：043-486-2118 

 

  参加申込み方法  

①  まず FAX で仮登録してください  

  連絡担当者の方は、平成 30 年 11月 9日(金)までに「参加申込書(別紙①)」を 

  事務局へ FAXしてください。（事務局 FAX 番号：043-486-2118） 

  ※FAX をすると、受付印が押された「参加申込書」が事務局から FAX

で返信され、仮登録となります。 

  ※FAX 後、2～3 日しても返信されない場合は事務局までお問い合わせ

ください。 

  ※先着 30 チームとさせていただきます。 

 

 ② 参加者に案内(別紙②)を配布してください  

  各参加者の「保護者宛ご案内文書(別紙②)」は、お手数ですが参加者分をコピ 

ーして参加者にお渡しください。（ご案内文書の下部が「参加承諾書」になって 

います） 

 

②  「参加申込書(別紙①)」と「参加承諾書」を事務局へ提出してください  

  連絡担当者は「参加申込書(別紙①)」と、参加者の保護者が記入、押印した参

加者全員分の「参加承諾書」を、平成 30年 11月 16 日(金)までに下記提出先へ提

出してください。 

 

 

 

 

  ※参加申込書・参加承諾書の提出により申し込み完了 

となります。 

 

  ※ご不明な点は事務局までお問い合わせください。 

 

参加申込書・参加承諾書の提出先 

  ◆ 事務局（佐倉市健康こども部児童青少年課） 
        佐倉市役所 2 号館[緑色の建物]1 階 
 

   



大 会 日 程 
 

◆選手受付           ９：0０～ ９：3０ 

 

◆開会式            ９：3０～ １０：0０ 

 ◎佐倉市青少年相談員連絡協議会長あいさつ 

  ◎市長あいさつ 

 ◎来賓あいさつ 

 ◎選手宣誓 

 ◎審判長諸注意・模範演技 

 ◎準備運動 

 

◆試 合（予選リーグ前半戦）  １０：1０～１２：００ 

 

◆休 憩 （昼食時間）     １２：００～１２：３０ 
  ※休憩時間中はアリーナには入らないでください。 
 

◆試 合（予選リーグ後半戦）  １２：３０～１４：００ 

 

◆試 合（決勝トーナメント）  １４：００～１４：５０ 

 

◆アトラクション（大抽選会）  １５：００～１５：２０ 

 

◆閉会式            １５：２０～１５：４０ 

  ◎成績発表 

  ◎表彰 

  ◎優勝チームインタビュー 

  ◎佐倉市青少年相談員連絡協議会長あいさつ 

◆参加者解散          １５：４０ 

 

 ※日程については、試合進行の状況等により変更される場合があります。 

 

 

 

 



☆ 綱引き大会 ルール ☆ 

<< 佐倉市青少年相談員ルール >> 

 

【出場資格】 

別紙①の参加申込書に名前の登録があり、別紙②の参加承諾書を提出した人が出場で

きる。（参加申込書・参加承諾書は事前に提出すること。） 

 

【チーム編成・競技人数】 

チームは小学生 13 名以下、中学生 10 名以下により編成する。 

競技は小学生は 10 名以下、合計学年 42 以下で行う。 

※例：４年生×２名＋５年生×３名＋６年生×３名＝４１ 

また、中学生は 7 名以下で行い、選手交代はそれぞれ 3 名までとし、チームの中で

1 名をキャプテンとする。 

 小学生の競技においては、ビブスの色で学年を区別します。 

 ＊４年生：黄色 ５年生：橙色 ６年生：ビブスなし 

 

【コート入りの資格】 

コートには試合に出場する選手が入ることができる。 

応援者などはフェンス（卓球用）の外側へ出ること。 

なお、そのセットに出場しない選手も、フェンス（卓球用）の外側へ出なければなら

ない。 

 

【安全対策】 

競技時の服装は安全のため長袖・長ズボンの着用が望ましい。 

履物は一般的な体育館用運動靴とし、素足・スパイク等は許可しない。 

手は素手とし、手袋等の使用は認めない。（テーピングも不可） 

最後尾の選手（アンカーマン）は、用意されたヘルメットを使用する。 

綱の中心の白テープの近くをもつことを禁止します。（H28 追記） 

 

【勝負の方法】 

勝負は、相手を２ｍ引き込んだとき勝ちとする。ただし、１分経過時に勝負が決定し

ないときは、その時点で優勢なチームの勝ちとする。なお、小学生の部の予選リーグに

おいては 30 秒経過時とする。 

試合は、３セットとし、先に２勝したチームがその試合の勝者となる。 

競技中に左右どちらか 1m 以上振れたチームは、危険行為とみなしそのセットは負

けとする。 

 

【組み合わせ及び試合の方法】 

予選の組み合わせは事務局が事前に決定する。 

 試合は、予選リーグ及び決勝トーナメントとする。（参加チーム数により変更する場

合がある） 

予選リーグで勝ち数の同じチームが複数出た場合は、まず得失セット差で判断して、

次に直接対戦での勝敗で判断する。それでも決まらない場合は 1 本引きで勝負する。 



【登録変更およびメンバー変更】 

登録変更は受付時に行うことができるがそれ以降はできない。したがって受付終了後

選手が他のチームで試合をすることはできない。 

試合を行う選手と補欠の交代は、セットごとにすることができる。その際、キャプテ

ンが主審に報告しなければならない。 

 

【マナー】 

競技者およびチーム関係者等は、言葉や態度に十分注意すること。 

競技の勝敗が決した際の転倒防止のため、笛が鳴ってもロープからすぐに手を離さな

いこと。 

 

<< 競技中及び応援中 >> 

運営及び競技上の問題が生じた場合は、応援者ではなくキャプテンが審判長に申し出

て、主催者(審判員を含む)が協議して決定する。 

キャプテン及び連絡担当者等は、参加者及び関係者に対して「実施要項」の内容（特

に事業の目的）を周知させること。 

 

【その他】 

 アリーナにおいてスプレーなどの滑り止めをすることは禁止。 

靴底のホコリを取るための雑巾の持参は可能。 

雑巾は主催者が用意した場所に置き、コート内への持ち込みは禁止。使用については

審判員の指示に従うこと。 

 


